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2015 年 5 月 30 日 

第 26 回中国四国地区教職員研究集会レポート ＠香川大学 

高知大学教職員組合 

岡田 健一郎 

 

組合広報活動におけるゆるキャラの活用と、2015 年度新歓活動について 

 

 

１、組合非公認ゆるキャラ「カワウソさん」 

 

 

プロフィール 

作成の経緯 

 

これまでの利用実績 

・組合ニュース 

・各種チラシ 

・メーデー 

 

 

 

 

 

２、2015 年度新歓の概要 

 

新入教職員オリエンテーション 

・京大病院のパワポ 

・アンケート＋連絡先 

岡豊オリ（医学部） 

朝倉オリ（その他） 

 

加入状況……3 名 

 

 

３、今後の課題
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中四国教研集会（2015年5月香川大学）レポート 

団体交渉での成果 
高知大学教職員組合 原崎道彦 

  

これまで大切なところではいつも物別れに終わってきた団体交渉だが、今年の春の団体交渉（３月3日）では、それな

りの成果を上げることができた。 

 

1.．成果の概要 

 

団体交渉の成果を報告する組合機関紙「こぶし」（4月8日）から。 

 

★成果その１★４月から国家公務員並みに地域給が導入されます。高知大学では平均２パーセントの給与引き下

げとなります。３年間は現給保障されますが、３年だけです。そのことについて、現給保障が終わる３年後に、

何らかの措置をおこなうことを大学が約束しました。これまで大学は、国家公務員並みを原則に、国家公務員に

合わせた給与引き下げを悲しいほど機械的におこなってきましたが、ついに今回、給与引き下げを補う何らかの

措置を約束しました。もちろん、３年後の措置の内容については交渉を続けてゆきます。 
 

★成果その２★労働契約法が改正され、５年を超える契約更新がなされた非常勤職員は無期雇用へと転換するこ

とが義務づけられています。契約更新が５年を超えないように契約を打ち切るということ（いわゆる「雇い止め」）

をしている大学もあります。今回の交渉では、無期雇用が見込まれる事務系の非常勤職員を無期転換まで雇用す

ること大学が保障しました。 
 

★成果その３★改組等のための採用人事に優先的にポイントがつかわれた結果、３０歳代、４０歳代の教員の昇

任人事が著しく遅れている部局が存在します。昇任人事のそうした遅れの責任が大学にあることを大学が認めま

した。あわせて、昇任人事の現状や問題について学部長に聞き取り調査することを約束しました。 
 

 

２．交渉の内容 

 

●人事院勧告に連動した（2015年4月からの）給与引き下げをおこなわないことを求めます。 

【団体交渉】 

組合：かりに人事院勧告に準拠するとしても、大学として代償措置を工夫する余地はあるはずだ。 

大学：全く考えていないわけではない。５５歳以上の職員の場合、減給保障の３年間が終わった時、減給分に追

いつくのは難しいと考えている。55歳以上の職員についてはダメージが大きいので、３年後に、評価によって

優秀者の割合を増やすなどの工夫ができないかを検討している。何もしないということはない。何かできないか

考えている。 

組合：働きやすい職場、働きがいのある職場にすることも大切だ。給与を上げることと同じ効果をもつ。 

大学：考えてはいるが、組合からもアイデアを出してもらうと助かる。 

 

 法人化以降ひたすら「人勧どおり」をくりかえしてきた大学が、その姿勢をくずしたことは大きい。このままでは底なし

に労働意欲が低下しかねない、という危機感が大学にもあるのかもしれない。 

 ただし、55歳以上の職員に限定した措置については、「機械的なばらまきでいいのか」という意見が組合内にもあり、

組合内で意見をまとめながら、大学と交渉を続けてゆく予定。 
 

●あらためて、現時点ですでに５年を超える契約更新がなされている非常勤職員が無期転換を希望した場合の前

倒し実施を求めます。前回の団体交渉では、前倒し実施をしないことについて「他大学の状況等を参考に検討し

ました」との回答がありましたが、高知大学が率先して実施することを求めます。 

【団体交渉】 

大学：前倒しはおこなわないが、現時点で無期労働契約への転換が見込まれる事務系の非常勤職員については雇
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用を保証する。該当者には今年度中に、その旨を文書でお知らせする。 

組合：無期転換を避けるために契約更新をおこなわないこと（いわゆる雇い止め）はしない、ということか。 

大学：無期雇用が見込まれる者についてはもちろんだ。これまでおこなってきた３年毎の試験もおこなわない。 
 

 「現時点で無期労働契約への転換が見込まれる事務系職員」に該当するのはどのような事務系職員かについて、

さらに人事課に問い合わせた結果、以下の回答があった（4月23日）。 

 

今回、事務系の非常勤職員について「現時点で無期労働契約への転換が見込まれる」と判断した際の基準は、

以下のとおりです。 

下記1～3のすべてを満たす場合 

1 平成24年度以前から、雇用契約が反復更新されていること 

2 無期労働契約への転換申込権が生じる平成 30 年度首（H30.4.1）において、本学の非常勤職員の雇用

年齢の上限である60歳未満であること 

3 雇用の財源が、無期労働契約への転換申込権が生じる平成30年度以降も担保されると見込まれること 

ただし、上記3については、プロジェクト等により期限のある場合は、その終期が平成30年度以降であっ

ても、今回は「見込まれる」とは判断していません。 

 

 2012年以降に雇用された事務系非常勤職員、通年契約の非常勤講師の無期転換が、次の団体交渉課題となる。 

 

●改組等のための採用人事に優先的にポイントがつかわれた結果、昇任人事が著しく遅れている部局が存在しま

す。昇任人事の著しい遅れは、研究や教育にたいする教員のモチベーションを著しく損ないます。昇任人事の著

しい遅れを部局の問題とすることなく、全学的な対応をおこなうことを求めます。 

【団体交渉】 

大学：ポイント管理を機械的におこなうつもりはない。５年計画で融通をきかせながら、人事をすすめてゆきた

い。 

組合：人件費を抑えながら、改組のための採用人事をおこなっていることのつけが、すべて３０歳代、４０歳代

の教員の昇任にまわっているのが現状だ。採用された若い人も昇任できない。昇任人事の遅れは大学の責任だ。

学部の責任ではない。 

大学：昇任人事の現状や問題について学部長に聞いて調査することにしたい。 
 
 高知大学では、部局に配分されたポイントを部局の判断で運用するシステムになっている（教授のポイントが１．０、准
教授が０．８、講師が０．６９、助教が０．６７）。限られたポイントで多くの人材を雇用するために、採用を講師に集中させ
たものの、その結果、その後の昇任の見通しがまったくたたないという状況が全学にひろがっている。これまで大学の
姿勢は、各部局における工夫の問題というものだったが、今回その責任が大学にあることを認めさせたことも大きな成果。
引き続き昇任問題を団体交渉でとりあげてゆくことになる。 
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2015 年５月 30 日～31 日、於香川大学 

 

ホワイトカラーエグゼンプションと過労死等防止対策推進法の経済的背景 

 

山口大学馬田 

 

Ⅰ はじめに 

 ホワイトカラーエグゼンプションや長時間労働の経済的背景について説明し、過労死防止等の対策に

ついて説明する 

 

Ⅱ 経済的背景 

Ⅱ―１ 簡単なマクロ経済学理論（ケインジアンの考え方を基本に） 

 １．政府も海外との取引もない場合 

 Y＝C＋I                 GDP＝民間消費＋民間投資 

 需要が大きければ、GDP は大きくなる。 

 

 Y＝π＋RN                GDP＝利潤＋賃金 

 π＋RN＝C＋I               利潤＋賃金＝民間消費＋民間投資 

 C＝αRN   ０＜α＜１         消費＝消費性向×賃金 

 π＝（α－１）RN＋I            利潤＝（消費性向－１）×賃金＋民間投資 

 労働者が賃金を全額消費すれば、経済全体の利潤は投資に等しい。 

 労働者が貯蓄をする場合は、投資が増えれば経済全体の利潤は増加し、賃金が増えれば利潤は減少す

る。 

 

 ２．政府と海外との取引がある場合 

 Y＝C＋I＋G＋NX             GDP＝民間消費＋民間投資＋政府支出＋純輸出 

 π＋RN＝C＋I＋G＋NX 

 C＝αRN 

 π＝（α－１）RN＋I＋G＋NX 

 労働者が賃金を全額消費すれば、経済全体の利潤は投資、純輸出、政府支出の和に等しい。 

 労働者が貯蓄をする場合は、投資、純輸出、政府支出が増えれば経済全体の利潤は増加し、賃金が増

えれば利潤は減少する。 

 円高で輸出は伸びない、財政赤字で政府支出は増えない、消費の成熟で投資が増えないで、経済全体

の利潤は増えない。 

 限られた利潤を奪い合う構造。 
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Ⅱ－２ 肉体労働から知識労働へ 

 肉体労働、工場労働の場合は、労働時間が増えれば労働の成果は増えるが、知識労働の場合は、労働

時間が増えても労働の成果が増えるとは限らない。そもそも、知識労働の場合は、何で労働の成果を測

るのか難しい。 

 

Ⅱ－３ 個々の企業はどうやって利潤を増やすか 

 １．価格を安くして、競争力を上げて売り上げを増やす。そのためには、賃金を安くするのが一つの

方法。したがって、サービス残業、ワンオペ等が増える。 

 ２．画期的な新製品、ビジネスモデルを考えだす。そのためには、労働時間ではなく、アイデアに対

して支払う。ホワイトカラーエグゼンプション。 

 

Ⅲ 過労死増加の危険 

 上記の方法は、過労死を増やす危険性が出てくる。したがって、過労死防止のための方策が必要にな

る。 

 

Ⅳ 対策 

 １．労働時間に上限を設ける。一日、週、連続労働時間、労働時間の間隔等。この労働時間の制限は

労働生理学等から決まるもので、企業が勝手に決められるものではない。労働基準法第 36 条、過労死

等防止対策推進法にもこの規定はない。これは問題。 

 ２．ストレス等の大きい職場では、リフレッシュ等のための休憩時間、年休等を確保する。 

 ３．知識労働の生産性を高める。これは難しい。時間をかければ成果が出るとは限らないが、短時間

で過大な成果を求めるのも問題だろう。 

 ４．賃上げ。賃金を上げた方が GDP は大きくなる。巨額の内部留保をため込むよりも賃金の支払い

を増やした方が経済はうまく回る。 

 

 

（参考） 

厚生労働省の労働基準法改正案 

ホワイトカラーエグゼンプションの導入企業は以下の３択のいずれかを選ぶ 

①勤務間インターバル規制の導入（勤務終了時から翌日始業時までに一定の休息時間を確保） 

②１か月単位の労働時間 or 在社時間の上限規制の導入 

③１年につき休日 104 日の取得 
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第 26 回中四教研レポート（2015 年５月 30 日～５月 31 日：香川大学にて） 

国立大学法人化以降の山口大学における団体交渉、成果と課題等 

                               山口大学教職員組合  鴨崎 義春 

 

はじめに 

 昨年の岡山教研の場で、「法人化後の大学による労働条件の変化」についてレポートを提出したが、今回の大

会テーマが「法人化以降の団体交渉・成果と課題」、記念講演が「THE 団体交渉〜組合の強化を目指して」と

されたことから、この一年間の山口大学でのとりくみを踏まえて昨年のレポートを一部修正・補強し、「再度」

レポートさせていただくこととした。 

 

2004 年（H16 年）４月の国立大学法人化後、国立大学教職員の労働条件とそれを左右する労使関係は、国

公法・人事院規則等の世界から労働基準法・労働安全衛生法・労働基準法等の世界に移行し、労働条件は労使

交渉によって決定されることとなった。しかし「基本給」は、山口大学でも他の国立大学同様、人事院勧告に

もとづく国家公務員給与の変更に準じて決定されてきた。例外は、2012 年度から 2013 年度の２年間に渡って

人事院勧告とは関係なしに、「震災復興」を大義名分として閣議決定を根拠に強行された「大幅切り下げ」につ

いての対応である。このことを含めて、給与・勤勉手当等が引き下げられた際には「労働条件の不利益変更」

として、多くの大学でその都度、様々な「代償措置」を獲得してきた。しかし、その「成果」は一律ではなく

個別大学の経営陣の考え方・大学の財政事情や組合の力量によって少なくない違いが生じている。 

 本レポートでは、当組合が一昨年の定期大会以降、大学に対する要求書提出・団体交渉をどのように進めて

きたかを報告した上で、法人化後、山口大学での代償措置を含む「独自の制度改善」あるいは「制度改悪」が

どのように実施されてきたのかを報告する。 

 

１．随時要求・随時交渉～2013年秋以降の要求書提出・交渉関係経過 

 山口大学教職員組合は、従来から様々な要求書等を提出し、それぞれ大学との折衝・協議・交渉等を進めて

きた。また、その都度「くみあいニュース」を発行し、要求書・交渉結果等を記事としたものはすべて「全教

職員配布」としてきた。これにより、組合の要求や組合のとりくみへの教職員の関心を高め、大学当局の対応

にも一定の影響を与えるようなってきたと言える。本レポートでは、2013年秋以降のとりくみ経過等を紹介す

る。 

 

2013 年後半期 

・10 月 23 日（木）：①「メンタルヘルス問題の抜本的解決を求める要求書」提出 

・   〃    ：②「裁量労働制適用教員の労働実態について（懇談要請）」提出 

・11 月 １ 日（ ）：③「教員以外の者の定年延長等についての要求書」提出 

・   〃     ：④「給与大幅減額問題等についての要求書」提出 
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◎11 月 26 日（火）：団体交渉(1)：メンタル・パワハラ、給与・退職金大幅減額、職員の定年延長 

◎12 月 ４日（水）：団体交渉(2)：55才以降昇給停止、現給保障廃止 

◎12 月 10 日（火）：学長と組合委員長との「懇談」 

◎12 月 18 日（水）：団体交渉(3)：（11/26からの交渉継続） 

・12 月 19 日（木）：⑤「55才以降昇給停止問題についての団体交渉申し入れ」提出   

◎12 月 25 日（水）：団体交渉(4)：マイホリデー、サバティカルリーブ、特別貢献手当 

 

2014 年前半期 

▽２月 13 日（木）：大学による就業規則改正についての組合への説明会 

・２月 19 日（水）：①「就業規則改正等に関する団体交渉申し入れ」提出 

（再雇用関係規則改正・早期退職者募集制度・大学教育職員の年俸制） 

◎２月 20 日（木）：団体交渉(1)： 再雇用関係規則改正、早期退職者募集、年俸制、附属教員時間外手当 

・３月 ３日（月）：②「給与大幅減額措置軽減要求に関わって年度末予算執行についての質問及び団体交渉 

開催申し入れ」提出 

・３月 10 日（月）：③「年俸制導入問題等についての団体交渉開催申し入れ」提出 

◎３月 14 日（金）；団体交渉(2)： 年俸制等、給与大幅減額問題 

・３月 17 日（月）：④「団体交渉開催についての申し入れ」提出 

◎３月 19 日（水）：団体交渉(3)：年俸制、給与大幅減額問題、交渉結果確認の再確認 

●３月 24 日（月）：「2013 年 11 月以降開催の団体交渉結果を踏まえて制度改善に関わる検討の進展 

状況について（人事労務担当理事名）」受領 

●３月 25 日（火）：「団体交渉結果に基づく確認書（人事労務担当理事⇔委員長」締結 

●３月 26 日（水）：「労使協定期間についての覚書（学長⇔吉田事業場過半数代表者）」締結 

・４月 15 日（火）：⑤「給与大幅減額分の教職員への返還もしくは緩和措置実施を引き続き求める 

要求書（賃金支払いの催告）」提出 

◎５月２ 日（金）：新学長と組合四役との懇談会 

▽６月４ 日（水）：大学による組合への「年俸制」説明会 

 

2014 年後半期 

▽９月３日 （水）：人事課による組合への「年俸制・人勧・専門看護師手当」説明会 

・９月 19 日（金）：①「年俸制導入計画についての団体交渉開催申し入れ」提出 

◎９月 26 日（金）：団体交渉(1)：年俸制導入問題 

・10 月 30 日（木）：②「学校教育法等一部改正に伴う学内規則総点検・見直し問題について」提出 

・   〃    ：③「大学教育職員への年俸制導問題について（申し入れ）」提出 

・11 月 ６ 日（木）：④「過労死等防止啓発月間のとりくみについての申し入れ」提出 
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・11 月 11 日（火）：⑤「各種がん検診等の実施方法変更（検診経費の有料化）についての申し入れ」提出 

▽11 月 18 日（火）；人事課折衝：検診経費有料化問題等 

＊11 月 19 日（水）：山口大学、「過労死等防止月間周知通知」発出 

＊11 月 25 日（火）：山口大学、「胃検診等及びＶＤＴ健診受診希望者調査（自己負担額は調整中）」発出 

◎12 月 ３ 日（水）：総務担当副学長との懇談（学校教育法）及び団体交渉（各種健康診断） 

＊12 月 ４日（木）：山口大学、「総選挙における服務規律確保通知」発出（重大な誤り！） 

・12 月 ８日（月）：⑥「衆議院議員総選挙に関する学長名通知について（申し入れ）」提出 

▽12 月 ９日（火）：人事課説明会：給与問題 

＊12 月 10 日（水）：山口大学、「政治活動禁止通知」の訂正通知発出 

・12 月 15 日（月）：⑦「教授会規則等見直しについての申し入れ」提出（→評議員等へも送付） 

・12 月 16 日（火）：⑧「給与改正等についての団体交渉申し入れ」提出（12/9 口頭⇒文書 12/15 付け） 

◎   〃    ：団体交渉(2)：検診経費有料化問題 

・12 月 19 日（金）：⑨「ブラックバイト問題についての要請書」提出（11/25 付け文科省通知を踏まえて） 

    〃    ：⑩「昨年度確認事項についての進捗状況に関する申し入れ書」提出 

◎12 月 22 日（月）：団体交渉(3)：検診経費有料化問題等 

▽12 月 24 日（水）；年俸制実施要項説明のため、人事課担当者来室 

○  〃     ：「山口労働局への要請（14 時～15 時）」：県労安センター企画 

◎12 月 25 日（木）：医学部長・附属病院長との懇談会（執行部＆小串分会） 

▽12 月 26 日（金）：人事課担当者から、年俸制実施要項案の説明   

 

2015 年前半期 

・1 月 30 日（金）：①「組合費のチェックオフについて（申し入れ）」提出 

▽２月 ５日（木）：人事課長折衝（賃金切り下げ提案） 

・２月 12 日（木）：②「給与制度改定案についての団体交渉申し入れ」提出  

・２月 18 日（水）：③「教員への単身赴任手当支給についての申 し入れ」提出 

・   〃    ：④「附属病院で勤務する技術補佐員等の処遇改善について（申し入れ）」提出 

・   〃    ：⑤「労使協定に関わる資料提供について（申し入れ）」提出；吉田過半数代表と連名 

＊２月 20 日（金）：人事課長から組合へ連絡：検診経費無料化復活決定とのこと 

▽３月 ９ 日（月）：人事課長説明会（就業規則改正案等） 

◎３月 10 日（火）：団体交渉(1)給与改正・危険手当・単身赴任手当・ブラックバイト・チェックオフ協定 

◎３月 13 日（金）：大阪大学長へ「長期在籍非常勤職員雇い止め」についての抗議（要望）文送付 

▽３月 24 日（火）：2015 年度労使協定案についての説明（人事課⇔過半数代表者＆組合） 

・３月 27 日（金）：⑥パワーハラスメント問題の抜本的解決・根絶を求める要求書」提出 

●   〃     ：労使協定見直しについての確認書締結（学長⇔吉田事業場過半数代表者） 
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・４月 ６日（月）：⑦「ブラックバイト対策」のとりくみ強化についての申し入れ」提出 

▽４月 15 日（水）：人事課長・給与決定係長来室（55 才以上の者への差額支給措置について） 

・   〃    ：⑧「平成 27 年度（2015 年度）山口大学予算説明会開催についての申し入れ」提出 

▽５月中旬   ：チェックオフ協定締結（6 月）へ向けた大学側担当者と組合の実務協議 

◎５月中・下旬 ：団体交渉（2）：日程調整中 

 

２．国立大学法人化後の要求実現・労働条件改善等 

１）独自の要求にもとづく制度改善等の実績 

  ①大学入試センター試験手当（大学入試センター配布予算を踏まえ、2006 年１月実施分から適用） 

  ②事務職員昇任人事の不合理是正（学生担当部署・女性・組合員昇任促進） 

 ③時間外勤務の実態を踏まえ、特別条項に基づく上限時間見直し（2009 年度協定を３ヶ月の暫定協定とし、

2009 年 7 月に年間上限時間を 360 時間から 480 時間に変更した） 

  ④教員の定年年齢引き上げ（2009 年 11 月：63 才から 65 才に待遇切り下げなし実施 

  ⑤年金支給開始年齢繰り延べに対する対応（2014 年３月退職者から） 

２）労働条件の不利益変更に対する代償措置として獲得した制度改善例 

  ：資料（H16 年度以降の人事院勧告に伴う労働条件切り下げに対する代償措置等一覧：H24.3.28）参照  

 

３）ここ数年、立て続けに進められた大幅な労働条件切り下げと代償措置等 

 ・給与大幅減額（2012 年６月～2014 年３月） 

  ⇒夏季計画年休（３日）の特別休暇への切り替え（2013 年）  

・退職金支給率の大幅切下げ（2013 年１月以降の退職者から） 

  ：104/100(2012 年末迄)→98/100(2013.3)→92/100(2014.3)→87/104(2015.3) 

   ⇒2013 年３月定年退職者は従前通り支給 

 ・55 才以降昇給原則停止（2014 年１月の定期昇給から停止） 

⇒該当者のみ、「マイホリデー（３日）」を５日に延長 

 ・現給保障措置の廃止（給与構造見直しによる大幅減額分保障：2006 年度からの措置を 2014 年３月廃止 

 ・2014 年人事院勧告「給与制度の総合的見直し」にもとづく切り下げ⇔3 年間現給保障 

＊この他、「早期退職者募集制度(2014 年度)」「大学教員への年俸制導入（2015 年１月）」等の重要な制度変

更あり。 

 

４）その他 

 ・宿舎入居期限（10 年限度）設定～弾力的運用約束（2013 年 10 月） 

 ・健康診断経費有料化方針決定⇒撤回・無料維持（2014 年度：2015 年度以降も無料化継続確定済み） 

 ・外国人研究員雇用手続きの不備指摘⇒事務連絡で不備是正 
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３．要求実現のための手立て、様々なとりくみ 

 １）交渉 

・団体交渉応諾義務・資料提示義務・代償措置実施義務等の「武器」を活用したとりくみ 

  ・交渉結果を踏まえた「確認書締結」、交渉結果をくみあいニュースで全教職員配布 

  ・交渉当事者能力ある者の対応=学長・財務担当理事の出席要求／労働委員会提訴はまだ行っていない 

              ～「学長との会見」「女性教職員と学長の懇談会」の活用 

２）世論形成 

・ガバナンス改革問題等では学内の世論形成、意思決定機関構成員への働きかけ重視 

・大学による「制度変更についての全教職員対象説明会」に対するとりくみ 

 

３）過半数代表制度の活用 

・事業場過半数代表者によるとりくみ 

   ：時間外及び休日勤務に関する協定（三六協定）・裁量労働制協定 

   ：懲戒審査委員会委員としてのとりくみ 

・衛生委員会での労働者側委員(過半数代表者が指名)によるとりくみ  

   ：メンタルヘルス問題へのとりくみ強化 

   ：冷暖房期間の弾力的実施（2005 年の猛暑を機に、「期間限定」から「外気温」に） 

   ：安全衛生対策等推進（建築工事中の防塵対策措置、学内交通安全対策、健康診断用施設設置等） 
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給与改定について大学執行部との交渉過程 

島根大学職員組合中央執行委員長 初見真知子 

 

労働委員会の斡旋にいたるまで（昨年度の中執対応） 

2014 年 7 月 8 日 組合から質問状の提出：執行部は人勧を実施するとの回答 

   12 月 9 日 理事との懇談：人勧を実施する理由を全学に説明するように求めるが拒否される 

    12 月 26 日 団体交渉：大学側が誠意ある対応をとると発言 

    12 月 27 日 大学当局による給与規定改定の一斉メール 

2015 年 1 月 16 日 団体交渉：給与規定改正の説明なし 

    2 月 25 日 労働委員会への斡旋受理 

4 月 17 日  ２回目の斡旋で合意成立 

 学長が必要と判断したときは団体交渉に出席するものとする。 

 不利益変更を受けることとなるものへの代償措置について、真摯に協議する 

 

その後の経過（本年度の中執対応） 

 6 月 19 日 団体交渉  

大学側からの提案なし。8 月か 9 月に提案するとの発言。 

代償措置についての確認書について検討 

11 月 11 日 団体交渉 

人件費はすべて学部に渡しているので、代償措置をする予算はないとの回答 

11 月 25 日 確認書取り交わし （6 月 19 日に検討されたもの） 

11 月 26 日 団体交渉 

 55 歳昇給停止について執行部の提案 

休暇の検討、メンタルヘルスのためカウンセラーの配置、金銭措置として旅費、研

究費、研修費 

 2014 年人勧実施について 

2015 年 4 月 1 日からの 2%減と 14 年度 12 月一時金の引き上げ(0.15 月) 

 55 歳昇給停止についてはペンディング、14 年度人勧実施は妥結 

 11 月 26 日 確認書取り交わし（11 月 26 日の交渉内容） 

12 月 1 日  学長意向投票 

高い投票率で現職が敗北 

1 月 14 日 大学執行部と意見交換会 

人勧実施は学長の意向、金銭的代償措置はしない 

 2 月 17 日 団体交渉 

大学執行部案  

 「シニア教員の教育研究力の向上とシニア職員の自己啓発・能力開発を支援」 

申請したものに教員３万円，職員２万円を上限として支給する 
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２月中旬に募集開始し、３月中旬に募集締め切り、３月下旬に現学長の任期中に採択を決定 

平成２７年度の１年間 

 「５５歳を超える職員には新たな特別休暇制度で年間２日を４月からの実施」 

 「健康管理に関する相談」外部業者と契約し平成 27 年度より実施 

現給保障ができないことについて、ただ「人勧準拠」というだけで説明がなく、金銭的代償措

置がないことから、合意せず。 

 

 その後、大学執行部から 3 月末に団体交渉の申し入れがあったが、組合としては新たな提案がない限

り交渉はできないと拒否 

斡旋の合意では「学長が必要と判断したときは団体交渉に出席するものとする。」とあり、交渉の過程

で人勧実施の根拠として「学長の意向」としているのにもかかわらず、学長は交渉に出てくることはな

かった。 

 

現在の状況 

4 月 24 日 新執行部へ解決を求める要望書を提出。 

 

余談：学長意向投票の取り組み 

 「望まれる学長像（案）」への意見書として学長選考会議に立会演説会の実施、意向投票の尊重、

選考過程の透明性を要求 

 2 人の立候補者に公開質問状を提出、その回答を全学配布 

 女性部による昼休みの「候補者と語る会」 

 「学長選に行こう 島根大学職員組合」とかかれたのぼり
．．．

をメインストリートに配置 

成果 

 立会演説会が開催され、多くの教職員が参加した。 

 89.2%という非常に高い投票率 

 学生の意向投票への関心を喚起 



13 

 

第 26 回中国四国地区教職員研究集会  

単組名：広島大学教職員組合／報告者氏名：和田純子 

レポート題目：2014年度団交における契約職員の処遇改善報告 

 

広島大学教職員組合と大学は団交を月約２回程度のペースで行っています。2014年度の団交において契約職員の

処遇改善について、２つ成果がありました。その経過と成果について概要を報告します。 

 

（背景）・広島大学での状況 広報紙「ひろば47号 2012/9/27発行」   【資料１】 

    ・組合の契約職員数「組合員数推移表」            【資料２】 

 

１．パート契約職員の病気休暇拡大について 

（経過） 主に組合要求を記載 

2013年11月29日（統一要求）パート職員も常勤及びフルタイムと同じ内容で制度化することを要求。 

2014年 5月22日（大学回答）同一の扱いは困難、しかし特別無給休暇の日数増加は労動環境の改善として考える。 

7月17日（第77団交）＿「同一の扱いは困難」はおかしい。年次有給休暇のように比例的な付与に。 

    9月 8日（第78団交）＿常勤、フルタイムの連続90日とパート年間10日まではあまりに較差がある。 

    9月12日（第79団交）＿（大学）4月改定に向けて検討したい。（組合）年内までには。 

    ････ 

2月 2日（第87団交）＿現行10日を60日に拡大、週4日以下勤務者にも傾斜付与、という提案を受ける。  

2月 9日（第88団交）＿検討結果、了承と報告。日数について意見、診断書の扱いについて質疑応答。 

2月23日（第89団交）＿診断書の扱い(連続7日間を超える場合提出)について確認し、了承。 

（成果）2015年4月1日より一の年度内60日無給休暇付与（週5日勤務） 他【資料３】 

２．契約職員への一時金支給について 

（経過）12月2日（第84団交）「2014年度人事院勧告に連動する給与制度改定案」を受け、契約職員にも一時金要求。 

12月8日（第85団交）＿常勤職員並みの本給引き上げ分（月額0.3％相当の年間分）を要求。 

2015年 1月19日（第86団交）＿支給対象者、算定方法、対象職種について大学提案について質疑応答。 

2月 2日（第87団交）＿病院診療医について確認、算定式の数値（在職月数等）について質疑応答。 

2月 9日（第88団交）＿一時金算出方法の再提案を受け、その案で了承し決定。 

（成果）2015年3月末までに契約職員への一時金支給。 

････ 

3月 9日 広報ポスター「やった！組合の要求実現！！」････【資料３】 

  

（感想など）状況としては、大学全体での契約職員の増加に対し、組合への勧誘等も機会をとらえ行ってきたが、

組合員数は大きくは増加していない。また、契約職員は勤務時間、仕事内容、職場の雰囲気などにより、まとま

っての組合活動参加は難しい状況が見受けられる。しかしながら組合ではこの間、各支部に契約職員担当者とい

う窓口を設置し、組織的に問題や悩みをすくい上げるよう努力をしてきている。その中で、無給ではあるがパー
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ト職員の病気休暇の拡大を実現したことは、「病気になっても休めない、辞めないといけなくなる。」という不

安を軽減し、働き続ける安心と意欲に繋がる成果になったと思う。そして、契約職員への一時金支給については、

常勤職員に対する提案が大学から出されたときに、瞬時に契約職員へ拡大するようにと要求を行った。特に当年

の執行委員長は長年の組合の取り組み内容を熟知しているため気付きと対応が早く３月末までの支給につながっ

たと思う。1年交代の役員体制ではそのようにタイミングを捉えて、いつもすぐにとは難しいと思うが、その点留

意して活動をつなげていかなくてはいけない。また、契約職員の組合活動参加には課題やハードルが多いが、雇

用の不安などから加入だけをしておきたいという方も多く、その辺りを配慮して粘り強く取り組む必要があると

感じる。 以上  

   

【資料 2】 

          単位＝人数 毎年 5 月 1 日現在の組合員数 
 
組合員数推移表 

      

支部／ 年度 2013 
常勤 

契約 
2014 

常勤 

契約 
2015 

常勤 

契約 

事務局 9 5 
4 

9 7 
2 

14 8 
6 

総合科学部 68 54 
14 

67 53 
14 

66 52 
14 

文学研究科 28 26 
 2 

27 
25 
 2 

28 
26 
 2 

教育学研究科 
77 71 

77 
70 

70 
63 

（旧 学校教育学部） 
6 7 7 

国際協力研究科 8 8 
0 

7 7 
0 

7 7 
0 

社会科学研究科 
 (旧 法・経済学部） 

24 22 
 2 

24 22 
 2 

21 19 
 2 

理学部 43 30 
13 

40 27 
13 

34 24 
10 

工学研究科 34 28 
6 

35 
28 
7 

32 
26 
6 

生物生産学部 62 55 
7 

63 
54 
9 

62 
50 
12 

図書館 11 4 
7 

8 
2 
6 

7 
2 
5 

霞 

旧医学部 

249 

  

211 

  

203 

  

旧原医研 
193 150 139 

旧病院 56 61 64 

旧歯学部       

附属東雲   32 30 
2 

37 
34 
3 

33 
31 
2 

附属小 3 2 
1 

3 
2 
1 

4 
3 
1 

附属中・高   48 46 
 2 

43 40 
 3 

38 35 
 3 

附属三原   32 26 
 6 

32 26 
 6 

30 25 
 5 

附属福山   41 40 
 1 

39 38 
 1 

40 39 
 1 

組合本部（書記局職員含
む）  5 4 

1 
5 

4 
1 

5 
4 
1 

合  計 774 644 
130 

727 
589 
138 

694 
553 
141 

（参考）2014 年 4 月の全職員数 5,844 名（役員、非常勤職員は除く） 

3月26日  

（組合員からの報告メール抜粋） 

 

お世話さまになります。 

本日、下記の一時金の明細をいただきました。 

私のまわりの契約方々はとても喜んでおられまし

た。 

これも組合のおかけだと言われていましたので、 

あわせてお礼申し上げます。 

今回の１回限りに終わらずに今後もこういう機会

が増えていきますことを切に希望いたします。 

有難うございました。執行部の方々にも宜しくお

伝えくださいませ。 
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【資料 3】ポスター 
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第 26回中国四国地区教職員研究集会 

徳島大学教職員労働組合 

  法人化以降の団体交渉・成果と課題 

 

通常、学長や理事との意見交換は「懇談会」と銘打っている。「団体交渉」という名目で徳島大学教職

員労働組合が行ったものは、事務職員の未払残業代支払い交渉が 2 回。今回はその経緯について報告す

る。 

 

【第一回 未払残業代支払い交渉】 

2009年 4月、さる事務職員の方より組合に相談。 

5/11 未払い時間外労働賃金支払いの団体交渉申し入れ。 

5/28 団体交渉：大学側は賃金支払いを拒否、「本人が勝手に職場に来ていた」と主張。 

6/25 第二回団体交渉：大学側、過去 2年分の賃金支払いを認める発言。 

8/21 第三回団体交渉：大学側、「時間外労働とは認めないが、紛争の早期解決のため未払い賃金相当額

の半額を支払う」と提案。 

9/24 第四回団体交渉：大学側、「1日 1時間×2年分の全額を支払う」と提案。 

10/15 第五回団体交渉：合意事項は、 

1）一日 1時間について時間外労働に相当する労働時間とみなす。 

2）労働時間管理者の課長がいた 1時間を労働時間に相当する時間の算定の根拠とする。 

（2年分で百数十万円の支払い） 

 

詳細は下記ウェブページを参照。 

http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/200905service.html 

 

 

【第二回 未払残業代交渉】 

2015年 3月、さる事務職員の方より組合に相談。 

3/26 未払時間外労働賃金支払いの団体交渉申し入れ。 

人事課担当職員と対応を協議、組合の主張を全面的に受け入れるなら対面交渉は不要ということで

合意。 

4/16 大学側より、組合側の主張を全面的に受け入れる旨、回答。 

 

団体交渉申し入れ文書は次頁に貼付。下記URLにも掲示。 

http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/2015317service.pdf 

大学側回答文書は次頁に貼付。下記 URLにも掲示。 

http://homepage3.nifty.com/tokushima-u-union/document/20150417service_answer.pdf 

 

【二回の交渉の違い】 

・ 第一回は、人事課も初めてのことで、「おたがい勉強しながら」進めたために時間がかかった。 

・ 第二回までに、組合と人事課の間に「信頼関係」ができており、組合の主張の正当性が人事課によっ

て速やかに認識された。 
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